
日建連表彰「土木賞」ＦＡＱ

日建連表彰「土木賞」に関するＦＡＱ

No. 質　問 回　答

1 応募要件に関する事項

1

竣工時期が古いものでも応募できるか。 応募できます。ただし、技術の陳腐化等の理由により、同じ内容の工事で

あっても、古い年代のものが低く評価されることはあります。

2

大規模改修・更新工事や環境関連工事（環境浄化、廃棄物処理な

ど）など、新設構造物以外も、応募できるか。

当該プロジェクト・構造物が「土木分野」に関するものであれば、対象に

なります。

3

解体工事は応募できるか。 建設工事の中に解体工事が含まれる場合は応募できますが、解体工事単独

の場合は応募対象としていません。

4
土木学会等の他の賞を受賞したものでも応募できるか。 応募できます。他の賞の受賞歴は問いません。

5

海外プロジェクトも対象となるのか。また海外企業でも応募可能

か。応募書類は英語で良いか。

日建連表彰は国内プロジェクトを対象としており、海外プロジェクトは対

象外となります。

海外プロジェクトについては、（一社）海外建設協会が新たな表彰制度の

創設を予定していますので、詳しくはそちらにお問い合わせください。な

お、国内のプロジェクトであれば、日建連表彰への海外企業の応募も可能

ですが、応募書類、現地説明、プレゼン等は日本語に限ります。

6

土木賞と特別賞の違いは何か。応募の際、どちらかを指定すること

はできるのか。

土木賞は、土木賞の選考基準に基づいて、施工プロセスを重視し総合評価

により選考します。この他、総合評価の結果によらず固有の課題に対する

取組み（施工プロセスを支えた活動、技術開発など）で特に優れた案件で

あれば、特別賞として表彰することがあります。

これらは日建連表彰委員会が決定するものであり、応募時に賞の区分を指

定することはできません。

7

日建連に加盟していない中小企業が応募しても取り上げてくれるの

か。

会社の規模に関する要件はありません。また、日建連会員企業でなくても

応募できます。
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8
一回応募して落選したとき、翌年にまた応募することは可能か。 応募は可能です。なお、落選案件については評価結果等は開示せず、応募

者の承諾を得た上で案件の概要のみ公表します。

9

受賞者となる施設管理者について、例えば国の工事の場合、整備局

長が受賞対象者となるのか。それとも工事を担当した事務所長が受

賞対象者になり得るのか。

国土交通省地方整備局発注工事であれば、契約者は整備局長ですが、施工

プロセスに実際に関わったのは工事担当事務所ですので、事務所長を応募

者として頂くのが適当と考えます。

なお、募集要項の「提出する書類の作成上の注意事項」でも、「発注者等

には契約書に記載されていない工事担当事務所を含む」としています。

10

概ね竣工の「概ね」はどのような場合か。 プロジェクト・構造物の本体は完成しているが、附帯工事等が継続してい

る場合が挙げられます。例えば、高速道路自体は開通し修景工等を行って

いるケースやダム本体工事が完成し試験湛水を実施しているケースが想定

されます。

2 応募書類に関する事項

11

専門工事業者は本工事に数多く従事したが、建設関係者として全て

の会社を記入するのか。

施工体系図にある全ての会社を建設関係者として記すのではなく、施工プ

ロセスにおいて重要な役割を担った専門工事業者を記載して下さい。

12

応募申込書の頭紙の記入欄にある「会社名（社印押印）」と「代表

者」の欄には誰を記入すべきか。（発注者なのか。）

応募申込書頭紙の記入欄にある、「会社名（社印押印）」と「代表者」は

「土木賞への応募に際して誠実かつ責任をもって対応できる建設関係者」

の代表者であることを前提に、特に制約はありません。

13
一社で2件以上応募してもよいか。 応募件数の制約はありません。

14

一次選考の際は、応募内容について、発注者、設計者の内容確認、

何かしらのコメントが必要か。また、いずれかが土木賞応募への関

与を辞退した場合でも応募できるか。

一次選考前に応募書類の記載内容について日建連事務局より確認を行う場

合があります（例えば、発注者や設計者が連名にない場合は、その理由を

確認します。）また、必要があれば、二次選考（現地調査、プレゼン）に

先立って、追加の質問を行うことがあります。

15

提出する写真は「A4版写真専用紙」に印刷と記載されていますが、

用紙に指定はあるか、またA4用紙にキャビネ版サイズを複数貼り付

けて良いか。

「A4版写真専用紙」であれば、用紙に指定は有りません。用紙の枚数に限

らず、写真の枚数が所定（15枚）以内であれば構いません。
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16

委託工事等で発注者と施設管理者が異なる場合、どのように取り扱

えば良いのか。

発注者名の記入欄に、「発注者」又は「施設管理者」の区分を明記し、名

称を併記して下さい。

17

設計者や施工プロセスに貢献した多様な関係者は、複数記載しても

良いのか。

建設関係者として列記する全ての関係者が、互いに、施工プロセスにおい

て貢献したと認めれば、複数記載して頂いて構いません。ただし、選考委

員会の判断で変更をお願いすることがあります。

18

「施工プロセスの視点を踏まえた特徴」で「該当する項目がない場

合は、網掛け部分に具体的な項目を記入」と記載されているが、任

意に設定して良いのか。

「3.施工プロセスの視点を踏まえた特徴」として記載しているものは例示で

あり、ふさわしいものであれば、任意に設定することができます。所定欄

に具体的内容を記載して下さい。

19

応募申込書の「２．企画・設計・施工…」は記入枠が次頁にまた

がっており、記入しずらいので別紙に分割してもよいか。また

「３．施工プロセスの視点を踏まえた特徴」の記入欄について、記

入スペースが不足する場合、別紙に記入してもよいか。またその際

に欄外の注釈は削除してよいか。

その他の様式を含め、応募申込書はシート全体について保護をかけ

てあるが、行の高さや改行位置を調整するため保護を解除してもよ

いか。

保護を掛けている理由は、入力された各セルの内容を自動的に集計するた

めです。従いまして、保護を解除して行や列の挿入/削除、セルの結合や解

除を行うことは集計に影響がありますので、避けていただくようお願いし

ます。

併せて応募者の公平性の観点から記入スペースの範囲内で、字数および頁

数の制約は守ってください。また標題や注釈は原稿のまま残してくださ

い。

20

選考基準において、「プロジェクト・構造物の事業企画、計画・設

計、施工、環境、維持管理等」総合的に評価するとの記述がある

が、全ての項目について記述しなければ応募できないか。また、点

数は取れないか。

必ずしも全ての項目を記載する必要はありませんが、記載された内容を総

合的に評価するため、何らかの取組みがあるのならば、記載頂いた方が望

ましいと考えます。なお、配点、採点基準は公表いたしません。

3 選考基準に関する事項

21

他の賞を受賞した案件でも応募できるか。また、その受賞実績や、

発注者からの感謝状、優良工事表彰、工事成績評定等は、選考に影

響を与えるか。

土木賞独自の選考を行いますので、他賞受賞案件も応募できますが、その

受賞実績や、発注者からの感謝状、優良工事表彰、工事成績評定等は、評

価に影響を与えません。
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22

施工プロセスの評価はどうやって行うのか。 第一次選考では、応募プロジェクト・構造物説明書「3.施工プロセスの視点

を踏まえた特徴」に記された項目ごとに、施工当時に実施した内容を評価

します。第二次選考では、上記項目に関する効果について、現地調査も含

め、具体的に検証した結果を確認します。

23
評価基準を公表してもらえないのか。 選考基準として示した事項以外は、公表しません。

24

落選した場合も評価結果・講評を公表してくれるのか。 評価結果は、受賞した場合のみ講評という形で公表します。落選案件につ

いては評価結果等は開示せず、応募者の承諾を得た上で案件の概要のみ公

表します。

25
安全成績は評価にどのように反映されるのか。 総合評価の一項目として参考とします。

26

「施工プロセスの視点を踏まえた特徴」においては、視点の数が多

い方が評価は高いのか。

同一レベルのものであれば数の多い方が評価が高くなりますが、総合的に

評価しますので、数は少なくても固有の課題に対する取組みに特に優れた

ものが、優位となることもあります。

4 現地調査に関する事項

27

現地調査のとき応募者は何をすればいいのか。その際に、追加の説

明、追加の資料の配布をしてよいか。

応募者は、実施者が行う現地調査に際して①日程調整②現場案内③質問に

対する回答等へのご協力をお願いします。

また、現地調査の最寄り駅等からの現場までの交通手段、現場案内図、ス

ケジュール等は事前に提供願います。なお、施工プロセスが申請書の記載

通りであることを説明する図書等を現地で提示いただくことは可能です

が、資料の追加提出はできません。

28

現地調査の際、施設等の管理者から調査不可能とされた場合には、

どうすればよいか。事前に調査可否をきいておく必要があるか。

必要な場合は、調査可否の確認を事前に行ってください。やむを得ない理

由により現地調査ができない場合、他の手段によっても必要な施工プロセ

ス等の確認ができないときは、その旨、現地調査報告書により選考委員会

に報告されます。
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29

竣工してしまい，現地に行くことができないが，その場合はどうす

るのか。

やむを得ない理由により現地調査ができない場合は、他の手段によって施

工プロセス等を確認するなど可能な範囲で調査を行いします。

なお、現場同行者については、実際に工事に従事した現場担当者等である

必要はなく、現場を案内、説明できる方として下さい。

30
第二次選考、現地調査の時期はいつ頃を予定しているのか。 一次選考後通知しますが、５～６月を予定しています。

5 プレゼンに関する事項

31
第二次選考におけるヒアリングには何人が参加できるのか。 ヒアリングに参加できるのは３人までとします。

32

第二次選考におけるヒアリングに追加資料を配布することはできる

か。

応募書類に記載以外の内容を追加することはできません。ただし、選考委

員会の質問に対する回答や、応募書類の内容を解りやすくするための図表

等は、プレゼンで使用するパワーポイントの中で用いることができます。

6 その他の事項

33

表彰されるのは誰か。 応募書類に建設関係者として記された「施設管理者（発注者を含む）、設

計者、施工者および施工プロセスに貢献した多様な関係者」が表彰対象と

なりますが、多様な関係者については、選考過程で施工プロセスに貢献し

たと評価された場合に表彰対象となります。

34

選定された場合、授与される盾、賞状は１つだけか。レプリカ等の

購入は可能か。

表彰時に授与される賞牌（楯）と賞状は、選考委員会が建設関係者として

認めた全ての会社（または個人）が対象となり、それぞれに賞状、賞牌を

授与します。

ただし、施工者が共同企業体の場合は、賞牌は代表者のみへの授与として

おり、ご希望に応じレプリカをお分けする予定です。価格は今後検討しま

す（5万円前後を予定）。
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